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（後編）
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（受託事業者：株式会社ウィルパートナーズ）



講師

今回は、
STEP４からSTEP８まで

を解説します。
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１．前半の振り返り
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今回使用するモデルケース

会社名 株式会社 山田商会

業種 卸売業

常時雇用従業員数 13人（内訳：正社員10名、パート社員３名）

男女比率
男性８人：女性５人

〔女性正社員２名、女性パート社員３名〕

企業概要①
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講師

今回使用するモデルケース

企業概要②

採用実績 １名（女性パート社員：直近期）

平均勤続年数 正社員（男性10年、女性６年） パート：３年

管理職 ２名（２名とも男性社員）

長時間労働の状況 概ね良好（月平均30時間以内）
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講師

企業基本情報（STEP１～STEP３）の入力

まずは、企業基本情報の入力から始めましょう

企業基本情報（企業名、主たる業種、常時雇用する労働者数）

（基礎項目）を把握するために必要な区分

（基礎項目）採用した労働者に占める女性労働者の割合（雇用管理区分別 男女別 人数)

（基礎項目）男女の平均勤続年数の差異（雇用管理区分 男女別 人数）

（基礎項目）労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況（月別）

（基礎項目）管理職に占める女性労働者の割合
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タイプ分類 「女性活躍状況」を①～⑥のタイプに判定

自社 株式会社山田商会の女性活躍の状況
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【参考】 女性の活躍状況のタイプ分類
採用した労働者
に占める女性
労働者の割合

男女の平均継続
勤務年数の差異

管理職に占める
女性労働者の

割合
特徴や課題

20.0％以上 70.0％以上 20.0％以上

タイプ１ 〇 〇 ×
女性の採用・就業継続はできているが、
管理職が少ない企業

タイプ２ 〇 × ×
女性の採用はできているが、就業継続
が困難で、管理職が少ない企業

タイプ３ 〇 × 〇
女性の採用や管理職は多いが、
就業継続が困難な企業

タイプ４ × 〇 × 女性の採用が少ない企業

タイプ５ × × ×
女性が少なく女性活躍が進んでいない
企業

タイプ６ 〇 〇 〇 女性の活躍が比較的進んでいる企業
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２．中小企業のための

女性活躍 『行動計画策定プログラム』
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株式会社 山田商会

タイプ②：
「女性の採用はできているが、就業継続が
困難で管理職が少ない企業」

タイプ分類 「女性活躍状況」を①～⑥のタイプに判定
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STEP４ 課題の選択
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タイプ②で想定されるケースを基に、行動計画の目標や取組内容を決定。
より詳細な課題を分析していくために、当てはまるケースにチェックをする。

② 女性の採用はできているが、就業継続が困難で、管理職が少ない企業
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② 女性の採用はできているが、就業継続が困難で、管理職が少ない企業

子育てと仕事を両立しながら就業継続することが困難に関連する選択項目

自社の課題に該当すると思われる項目にチェック
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STEP５ 目標の選択
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② 女性の採用はできているが、就業継続が困難で、管理職が少ない企業

子育てと仕事を両立しながら就業継続することが困難に関連する目標

行動計画を策定する際は、数値目標を１つ以上
定める。 （常時雇用する労働者数300人以下の事業主の場合）

「育児短時間勤務」 制度を入力
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② 女性の採用はできているが、就業継続が困難で、管理職が少ない企業

ポイント

行動計画を策定する際は、数値目標を１つ以上定める。
数値目標は、実数、割合、倍数など数値を用いる。
計画期間内の達成を目指すものとして、実情に⾒合った⽔準を設定する。

（常時雇用する労働者数300人以下の事業主の場合）

・男女ともに、育児休業取得率を70％以上とする
・在宅勤務やテレワークの利用率を男女ともに(対象となる層の)50％
以上とする

・看護休暇の利用実績を男女ともに(対象となる層の)80％以上とする

【目標設定例】
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STEP６ 取組内容の選択
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② 女性の採用はできているが、就業継続が困難で、管理職が少ない企業② 女性の採用はできているが、就業継続が困難で、管理職が少ない企業

子育てと仕事を両立しながら就業継続することが困難に関連する取得選択

自社の取組項目にチェック
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STEP７ 計画期間の設定
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② 女性の採用はできているが、就業継続が困難で、管理職が少ない企業

選択した取組内容を実施する期間を「行動計画期間」として入力。
計画期間は２～５年で区切り、定期的に進捗を確認・改定を行う。

子育てと仕事を両立しながら就業継続することが困難に関連する取得選択

ここでは 「３年」 で設定します
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STEP８ 計画の詳細設定
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② 女性の採用はできているが、就業継続が困難で、管理職が少ない企業

子育てと仕事を両立しながら就業継続することが困難に関連する取得選択

＜取組内容＞ごとの実施時期と具体的な実施内容を入力
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行動計画の確認
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行動計画の確認
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完成

行動計画の出力 作成した行動計画は、社内外へ公表する
〈公表例〉
社内周知：
社内に掲示、従業員に配布等

外部へ公表：
自社のHPへの掲載
厚生労働省
「女性の活躍推進企業データベース」掲載
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一般事業主行動計画 策定・変更届出書の確認
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一般事業主行動計画 策定・変更届出書の出力

完成
一般事業主行動計画 策定・変更届出書は、
作成した行動計画と一緒に、郵送・持参等で
神奈川労働局雇用環境・均等部に届け出ます。
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行動計画策定後
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【行動計画の届出先】

神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課
TEL 045-211-7380

〒231-8434
横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎8・13階（本庁舎）

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/
hourei_seido/top-kintou.html

【行動計画の公表】
行動計画の公表は、自社HP等か、女性の活躍推進企業
データベースで行います。

【厚生労働省：女性の活躍推進企業データベース】
https://positive-
ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
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主催：横浜市経済局

多様で柔軟な働き方推進事業
（受託事業者：株式会社ウィルパートナーズ）

講師：栗原 深雪 社会保険労務士
（社会保険労務士法人レアホア）


